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ソ
マ
リ
ア
沖
に
お
け
る
海
賊
対
策
の
た
め
の
海
上
自
衛
隊
に
よ
る
海
上
警
備
行
動
に
係
る
法
整
備
に
対
す
る
麻

生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
三
月
十
三
日
、
浜
田
靖
一
防
衛
大
臣
は
、
麻
生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
海
上
自
衛
隊
に
対
し
、
ソ
マ

リ
ア
沖
・
ア
デ
ン
湾
に
お
け
る
海
賊
対
策
の
た
め
の
海
上
警
備
行
動
（
以
下
、
「
警
備
行
動
」
と
い
う
。
）
を
行
う
様
、
自
衛

隊
行
動
命
令
（
以
下
、
「
命
令
」
と
い
う
。
）
を
下
し
た
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

「
命
令
」
に
よ
り
、
本
年
三
月
十
四
日
午
後
、
海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
「
さ
ざ
な
み
」
、
「
さ
み
だ
れ
」
の
二
隻
が
広
島

県
の
呉
基
地
を
出
港
し
た
。
今
次
の
海
上
自
衛
隊
に
よ
る
「
警
備
行
動
」
は
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十

五
号
）
第
八
十
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
海
上
に
お
け
る
警
備
行
動
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
承
知
す
る
が
、
同
法
の
規

定
の
下
、
実
際
に
「
警
備
行
動
」
に
当
た
る
自
衛
官
は
、
具
体
的
に
ど
の
様
な
任
務
を
遂
行
す
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

実
際
に
「
警
備
行
動
」
に
当
た
る
自
衛
官
は
、
自
衛
に
際
し
て
ど
の
程
度
武
器
の
使
用
を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
説
明
さ

れ
た
い
。

三

そ
も
そ
も
自
衛
隊
法
第
八
十
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
海
上
に
お
け
る
警
備
行
動
と
は
、
我
が
国
沿
岸
を
想
定
し
た
も
の

で
、
ソ
マ
リ
ア
沖
の
様
な
遠
洋
で
の
活
動
は
想
定
の
範
囲
外
で
あ
っ
た
と
思
料
す
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

一



四

自
衛
隊
法
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
今
次
「
警
備
行
動
」
に
当
た
る
自
衛
官
の
安
全
は
十
分
に
確
保
さ
れ
、
自
衛
官

は
現
場
で
迷
う
こ
と
な
く
存
分
に
任
務
を
遂
行
で
き
る
か
。
政
府
の
認
識
如
何
。

五

「
警
備
行
動
」
を
行
う
の
な
ら
ば
、
自
衛
隊
法
第
八
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
海
賊
対
処
法
等

の
新
法
を
先
に
作
り
、
現
場
で
任
務
に
当
た
る
自
衛
官
の
安
全
の
十
分
な
確
保
を
図
り
、
自
衛
官
が
現
場
で
迷
う
こ
と
な
く

存
分
に
任
務
を
遂
行
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
今
回
政
府
が
そ
の
様
に
せ

ず
、
海
上
自
衛
隊
の
派
遣
に
踏
み
切
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

六

本
年
三
月
十
四
日
付
朝
日
新
聞
二
面
に
、
「
首
相
『
法
の
不
備
あ
り
危
険
』
」
と
の
見
出
し
記
事
（
以
下
、
「
朝
日
記

事
」
と
い
う
。
）
が
載
っ
て
い
る
。
「
朝
日
記
事
」
に
は
「
ソ
マ
リ
ア
沖
の
海
賊
対
策
の
た
め
の
海
上
警
備
行
動
に
関
連

し
、
麻
生
首
相
は
十
三
日
の
朝
日
新
聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
『
法
律
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
不
備
が
あ
る
た
め
、
派
遣
さ

れ
る
自
衛
官
と
か
海
保
の
人
た
ち
が
危
険
な
目
に
遭
う
、
迷
惑
を
か
け
る
の
は
、
明
ら
か
に
政
府
の
怠
慢
だ
か
ら
、
き
ち
ん

と
す
る
。
き
ち
ん
と
し
た
法
整
備
を
含
め
て
、
や
り
あ
げ
な
い
と
い
け
な
い
』
と
語
っ
た
。
」
と
あ
る
が
、
麻
生
総
理
が

「
警
備
行
動
」
に
当
た
る
自
衛
官
に
関
し
て
右
の
様
に
述
べ
た
と
い
う
の
は
事
実
か
。
確
認
を
求
め
る
。

七

「
朝
日
記
事
」
の
内
容
が
事
実
な
ら
ば
、
自
衛
隊
法
第
八
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
今
回
の
海
上
自
衛
隊
の
ソ
マ
リ
ア
沖

二



へ
の
派
遣
は
、
法
的
に
不
備
が
あ
り
、
実
際
に
「
警
備
行
動
」
に
当
た
る
自
衛
官
に
と
っ
て
は
危
険
極
ま
り
な
い
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
、
自
衛
隊
の
最
高
指
揮
官
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
が
自
ら
認
め
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
な

ぜ
麻
生
総
理
は
本
年
三
月
十
三
日
、
浜
田
大
臣
に
対
し
て
「
命
令
」
の
承
認
を
与
え
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

八

本
年
三
月
十
三
日
、
政
府
は
国
会
に
「
海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
案
」
を
提
出
し
た
と

承
知
す
る
が
、
政
府
が
右
の
日
に
ち
に
な
っ
て
同
法
案
を
国
会
に
提
出
し
た
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


